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借地権設定者高知市（以下、「市」という。）と借地権者［余剰地活用企業の名称］（以下、「余剰地活用

企業」という。）とは、市の所有する第 1条記載の土地（以下、「本件土地」という。）について、借地借

家法（平成３年法律第 90号。以下、「法」という。）第 23条で定める事業用定期借地権（以下、「本件借

地権」という。）の設定に関する契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

なお、本契約において用いられる用語の定義は、本文中において明示されているものを除き、市が令和

８年４月 10 日付けで公表した、六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1 期） 募集要項における定義と同一

とする。 

 

（本件土地） 

第1条 市は、六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1期）（以下、「本事業」という。）に関して市、余剰地

活用企業及び PFI 事業者が令和●年●月●日付けで締結した「六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1期）事

業契約書」及びこれに基づく事業計画に従った余剰地活用事業の実施にかかる民間施設等の整備、所

有、維持管理及び運営を目的として、次に示す本件土地を余剰地活用企業に貸し付け、余剰地活用企業

は、本件土地を借り受ける。なお、市は、本件土地について、余剰地活用企業の本件借地権設定登記手

続をするものとする。 

 

 街区 所在 区分 数量 備考 

敷地１ 街区●  土地 ●㎡  

敷地２      

敷地３      

 

（他事業との調整・連携） 

第2条 余剰地活用企業は、民間施設等の設計及び建設工事期間中、市及びＰＦＩ事業者との間で新築住

宅等、民間施設等の工程その他の計画間での調整を十分に行い、効果的・効率的な業務の実施及び意匠

計画等での一体性の確保等に努める。 

２  余剰地活用企業は、民間施設等の維持管理及び運営にあたっては、ＰＦＩ事業者との日常的な意

見交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努める。 

３  市営住宅整備事業と余剰地活用事業との間の費用分担等については、提案書によるものとする。 

 

（使用目的） 

第3条 余剰地活用企業は、第１条第１項規定の目的以外の用途に本件土地を使用し、又は第三者に使用

させてはならない。ただし、市が類似使用の範囲内として事前に書面により承認した場合は、余剰地活

用企業は、その範囲内の用途のために使用することができる。 

２  余剰地活用企業は、本件土地を、次の各号の一に該当する目的の用途に使用してはならない。 

（１） 暴力団の事務所その他これに類する施設の用、公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その

他近隣住民の迷惑となる目的の用途 

（２） 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷

惑を及ぼすような用途 
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（権利金） 

第4条 権利金は免除する。 

 

（貸付期間） 

第5条 貸付期間は、次の各号に定める建設期間の初日から起算して解体撤去・原状回復の完了日までと

する。なお、余剰地活用企業は、建設期間の末日までに、民間施設等を完成させるものとする。 

（１） 建設期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日とする。 

（２） 解体撤去・原状回復の完了日は、令和●年●月●日とする。 

２  余剰地活用企業は、余剰地活用企業の事情により、建設期間の末日までに民間施設等を完成さ

せることが出来ないときは、速やかに市に報告するものとする。余剰地活用企業が市の承認を得

て建設期間を延長する場合、市は余剰地活用企業に対し、延長前の建設期間の末日から起算して、

延長後の建設期間の末日までの期間について、契約年数×当該遅延が生じた街区に係る年額土地

貸付料相当額（消費税を含む。）に相当する金額に、延長前の建設期間の末日における政府契約の

支払遅延防止法等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大

臣が決定する率を乗じて日割り計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。 

３  本契約は法第 23 条の規定に基づくものであるから、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の

継続によるものを含む。）及び建物の築造による貸付期間の延長がなく、並びに法第 13 条の規定に

よる買取りの請求をすることができない（法第４条ないし第８条、第 13 条及び第 18条並びに民法

（明治 29年法律第 89 号）第 619 条の規定は適用されない。）。 

４  第１項の規定にかかわらず、市は、第１項の貸付期間が満了した場合において、余剰地活用企業

が貸付を希望し、かつ市が必要と認めるときは、新たに法第 23 条で定める事業用定期借地権の設

定に関する契約を締結し、本件土地を引き続き余剰地活用企業に貸し付けることができる。 

 

（土地貸付料） 

第6条 本件土地の１月あたりの土地貸付料は、金●円/㎡とする。 

    （内、敷地１の土地売買代金   ●●●,●●●円/㎡） 

    （内、敷地２の土地売買代金   ●●●,●●●円/㎡） 

    （内、敷地３の土地売買代金   ●●●,●●●円/㎡） 

なお、貸付期間に１か月に満たない期間がある場合の当該期間に係る土地貸付料の額は、日割り

計算の方法で算定した額（１円未満の端数は切り捨て）とする。 

２  前項に規定する土地貸付料は、社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情にそわな

くなったときは、市は、原則として３年毎に改訂することができる。土地貸付料の改訂を行う場合

は、市は、すみやかに適正な額に改訂するものとし、市から余剰地活用企業に対し通知する。 

３  本件土地にかかる土地貸付料の発生日は、前条第１項に定める貸付期間の開始の日からとする。 

 

（土地貸付料の納付） 

第7条 前条第１項に定める土地貸付料は月払いとし、余剰地活用企業は、当該月の前月の末日までに、
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市の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

２  前項の規定は、前条第２項の規定により改訂した土地貸付料の納付方法にも適用する。 

 

（土地貸付料の納付の遅延に伴う違約金） 

第8条 余剰地活用企業は、前条に基づき、市が定める納付期限までに土地貸付料を納付しない場合に

は、納付期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、遅延した金額（1,000 円未満の端数があ

るとき又は全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその賃料を切り捨てる。）について年14.6％

の割合を乗じて計算した違約金を、市の指定する期日までに支払わなければならない。なお、違約金の

額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

 

（充当の順序） 

第9条 余剰地活用企業が、土地貸付料及び違約金を納付すべき場合において、納付された金額が土地貸

付料及び違約金の合計額に満たないときは、まず違約金から充当する。 

 

（保証人） 

第10条 本契約に当たり、余剰地活用企業は第 11 条第１項に定める契約保証金を納付することにより連

帯保証人を立てなくともよいものとする。 

 

（契約保証金） 

第11条 余剰地活用企業は、本契約に基づき設定される本契約の保証金として、本契約締結時に余剰地活

用企業の債務を担保するため、保証金として貸付期間の開始の日時点の土地貸付料の 12か月相当分を

市に納付しなければならない。 

２  余剰地活用企業が預託した保証金は、余剰地活用企業の市に対する未払い債務、第 27 条第１項

に規定する損害賠償その他本契約に基づき、余剰地活用企業が負担すべき一切の債務（民間施設等、

工作物等の除去その他終了時に第 12 条に定める引渡時と同じ状態での返還を懈怠した際に要する

費用等にかかる債務を含む。）を担保するものとする。 

３  本契約の終了に伴い余剰地活用企業が民間施設等を解体し市に返還した場合において、市は、本

契約に関して生じた余剰地活用企業の債務で未払いのものがあるときは保証金の額からその未払

債務額及び損額賠償の額を差し引いた金額を、未払いがないときは保証金の額を、それぞれ遅滞な

く余剰地活用企業に返還しなければならない。 

４  保証金に利息を付さないものとする。 

５  余剰地活用企業は、保証金返還請求権をもって、市に対する土地貸付料その他の債務と相殺する

ことができない。 

６  余剰地活用企業は、市の書面による承認を得て第三者に本件借地権を譲渡し、かつ、これととも

に市に対する保証金返還請求権を譲渡する場合を除いて、同請求権を他に譲渡することはできな

い。 

７  余剰地活用企業は、保証金返還請求権に質権その他の担保を設定することはできない。 

 



4 

（物件の引渡し） 

第12条 市は、前条の規定による保証金を余剰地活用企業が市に対して全部預託したことを確認したう

えで、第 5条に定める貸付期間の開始の日に本件土地を余剰地活用企業に引渡すものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第13条 余剰地活用企業は、本契約締結後に、本件土地（事業契約書に定める本敷地拡張部分に含まれる

範囲を除く。以下、本条について同じ。）に数量の不足その他隠れた瑕疵（土壌汚染及び残存地中障害

物を含む。）があることを発見したとき又は本件土地の状況が市が事前に提示した内容と著しく異なる

ときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。 

２  前項の数量の不足その他隠れた瑕疵又は本件土地の状況と市が事前に提示した内容との著しい

不一致が市が事前に提示した内容その他一般に利用できる資料等によっては予測できないもので

ある場合において、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して余剰地活用企業に追加的な費用又は損

害が生じたときは、市は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。 

 

（本件土地の一部消失） 

第14条 市は、本件土地が余剰地活用企業の責めに帰すことのできない事由により滅失又はき損した場

合には、滅失又はき損した部分にかかる土地貸付料として市が認める金額を減免する。 

 

（使用上の制限） 

第15条 余剰地活用企業は、本件土地及び本件土地上に所在する民間施設等について、増改築等により現

状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、事前に増改築等をしようとする理由及び当該増

改築等の計画を書面によって申請し、市の承認を受けなければならない。 

２  前項に基づく市の承認は、書面によるものとする。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第16条 余剰地活用企業は、事前の書面による市の承認なしに、本件借地権につき譲渡、担保権設定その

他の処分をしてはならない。 

２  余剰地活用企業は、前項の規定により市が本件借地権に対する担保権設定を承認した場合であっ

ても、保証金返還請求権に対する担保権設定をすることはできない。 

３  市は、前項による承諾を受けた担保権の実行については担保権者と協議を行い、協定を締結する

ことができる。余剰地活用企業は、かかる協議及び協定の締結に協力するものとする。 

４  余剰地活用企業は、市の書面による承認を得ないで本件土地を第三者に転貸し、又は本件土地上

の仮設物などに賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならず、またこれ

につき譲渡、担保権設定その他の処分をしてはならない。ただし、余剰地活用事業の使用目的並び

に事業計画及び土地利用計画を遂行するための転貸等はこの限りではない。 

５  余剰地活用企業は、民間施設等を第三者に貸付けようとするときは、事前に当該第三者の概要及

びその他市が合理的に要求した内容を記載した書面によって市に申請し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、余剰地活用事業の使用目的並びに事業計画及び土地利用計画を遂行するための
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貸付はこの限りではない。 

６  前項の場合、余剰地活用企業が第三者と締結する建物賃貸借契約は、法第 38 条に定める定期建

物賃貸借としなければならず、かつ、本契約第 5条第１項に定める貸付期間を越える契約期間の建

物賃貸借契約を締結してはならない。 

 

（物件保全義務等） 

第17条 余剰地活用企業は、善良な管理者としての注意をもって本件土地の維持保全に努めなければな

らない。 

２  余剰地活用企業は、前項の注意義務を果たさなかったため本件土地が損壊し、第三者に損害を与

えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、市が余剰地活用企業に代わって賠償の責任を果た

した場合には、余剰地活用企業に求償することができる。 

３  余剰地活用企業は、本件土地の使用に関し、近隣所有者より苦情のある場合は、余剰地活用企業

の費用と責任において解決しなければならない。ただし、余剰地活用企業が責めを負うべき事情が

ないときは、この限りでない。 

４  余剰地活用企業は、本件土地が天災地変その他の事由によって損壊した場合は、余剰地活用企業

の負担により修繕を行うものとする。ただし、余剰地活用企業の負担が過大となる場合には、市及

び余剰地活用企業で協議のうえ対応を決定する。 

５  前項の事由による損壊により第三者に損害を与えた場合には、原則、余剰地活用企業はその賠償

の責めを負うものとする。ただし、余剰地活用企業の責めに帰すことのできないやむを得ない事由

による場合には、市及び余剰地活用企業で協議のうえ対応を決定する。 

 

（実地調査等） 

第18条 市は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、余剰地活用企業に対しその業務又は資産の

状況に関して質問し、実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この

場合において、余剰地活用企業は実地調査等に協力しなければならない。 

（１） 第 7条に定める土地貸付料の納付がないとき 

（２） 第 15 条第１項及び第 16条第５項に定める承認申請があったとき 

（３） 余剰地活用企業が本契約に定める義務に違反したとき 

 

（余剰地活用企業の提出・報告義務） 

第19条 余剰地活用企業は、民間施設等の管理・運営の内容を記載した事業計画書を作成するとともに、

本契約の貸付期間中、当該事業計画書を各事業年度（毎年４月１日から３月 31日までの期間をいう。）

の開始 30日前までに市に提出する。なお、事業計画書の記載事項の詳細は、市及び余剰地活用企業で

協議のうえ、別途定める。 

２  余剰地活用企業は、前項に定める事業計画書にかかる各事業年度の事業報告書を作成し、本契約

の貸付期間中、各事業年度の最終月の翌月末日までに市に提出する。なお、事業報告書への記載事

項の詳細は、市及び余剰地活用企業で協議のうえ、別途定める。 

３  市は、前項に定める事業報告書を受領した場合には、受領日から 30 日以内に、確認結果を余剰



6 

地活用企業に通知する。 

 

（周辺住民等との調整等） 

第20条 余剰地活用企業は、民間施設等の設置に関する周辺住民との調整及び説明会等を行うものとし、

市は合理的な範囲でこれに協力するものとする。 

 

（近隣対策） 

第21条 余剰地活用企業は、自己の責任及び費用負担において、余剰地活用事業を実施するに際して合理

的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、余剰地活用企業は

市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は余剰地活用企業に対して合理

的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業施設を整備することにあたって市が設定した条件に直

接起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、市が対応するものとする。 

 

（違約金） 

第22条 余剰地活用企業は、第 5 条に定める貸付期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ

た場合は、違約金として、規定金額を市に支払わなければならない。 

（１） 第 3条又は第 16 条に定める義務に違反したときは、土地貸付料の 30か月相当分 

（２） 第 23 条第１項第３号の規定により、市が本契約を解除したときは、土地貸付料の 90 か月相当

分 

（３） 第 15 条第１項に定める義務に違反したときは、土地貸付料の３か月相当分 

（４） 第 17 条第１項又は第 18 条に定める義務に違反したときにおいて、市がその状態を是正するた

め有効な措置を講じるよう催告したにもかかわらず、余剰地活用企業が有効な措置を講じないとき

は、土地貸付料の３か月相当分 

（５） 第 23 条第１項第４号の規定により、市が本契約を解除したときは、年額土地貸付料相当額 

ただし、本事業の応募手続において、当該構成員又はその他企業が余剰地活用事業に関与していな

いことを証明した場合は、この限りではない。 

２  前項に定める違約金は、第 27 条第１項に定める損害賠償額とは別個に支払われるものとする。 

 

（契約の解除） 

第23条 市は、余剰地活用企業が次の各号の一に該当することとなった場合は、相当の期間を定めて催告

のうえ、本契約を解除することができる。 

（１） 不渡処分、滞納処分、強制執行を受け、又は競売、破産、民事再生の申立てがあつたとき。 

（２） 第 3条の規定に違反したとき、本件土地を指定用途以外の用途に使用したとき。 

（３） 余剰地活用企業が次に掲げる者であることが判明したとき。 

  ア 余剰地活用企業が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成 3 年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団に規定する暴力団、「高知市事業等からの暴力団の排除

に関する規則」（平成 23年高知市規則第 28号。以下「高知市暴排規則」という。）第２条第２

項第５号に定める暴力団員等、法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、



7 

執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを

問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以

上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるも

の及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を

有する者（以下、「暴力団経営支配法人等」という。）又は暴力団員等と密接な関係を有すると

認められる者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの。 

  イ 余剰地活用企業が、高知県暴力団排除条例（高知県条例平成 22 年第 36号）第 19条第１項

又は第２項に違反している事実がある者。 

（４） 本事業の応募手続に関して〔応募グループ名称〕の構成員又はその他企業が、次に掲げるものの

いずれかに該当していたことが判明したとき。ただし、本事業の応募手続において、当該構成員又

はその他企業が余剰地活用事業に関与していないことを証明した場合は、この限りではない。 

ア 構成員若しくはその他企業、又はこれを構成員とする私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第２条第１項第２号の

事業者団体（以下「構成員等」という。）が、本事業の応募手続について同法第３条又は第８

条第１号の規定に違反したとして、同法第７条又は第８条の２の規定による排除措置命令（以

下「排除措置命令」という。）が確定したとき。 

イ 本事業の応募手続について、構成員等に、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消

されたときを含む。）。 

ウ 前２号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令（独占禁止法第 63条第２

項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。）により、構成員等に、本事業

の応募手続について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとさ

れたとき。 

エ 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示さ

れた場合において、当該期間に本事業の応募が行われたものであり、かつ、本事業の応募手続

が当該取引分野に該当するものであるとき。 

オ 構成員又はその他企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法

（明治 40年法律第 45 号）第 96条の６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95 条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

（５） その他本契約の規定に違反する行為があったとき。 

２  市は、本件土地を国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を

生じたときは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238 条の５第４項の規定に基づき、本契約

を解除することができる。 

３  余剰地活用企業は、本契約が終了したときは、速やかに民間施設等に関する第三者との建物賃貸

借契約を終了させ、全ての入居者を退去させなければならない。この場合において、退去に要する
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費用（合理的な範囲の入居者への補償も含む。）は全て余剰地活用企業の負担とする。 

４  前項の規定にかかわらず、本契約が終了した場合、市は、余剰地活用企業に対し、余剰地活用企

業の民間施設等を有償又は無償で譲渡するよう請求することができる。 

５  第１項の場合において、解除により余剰地活用企業に損害が生じても、市はその損害の賠償の責

を負わないものとする。 

 

（余剰地活用企業による契約解除） 

第24条 余剰地活用企業は、天災地変その他余剰地活用企業の責めに帰し得ない事由により、民間施設等

が滅失又は著しく損傷した場合は、市に対して本契約の解除を申し入れることができる。 

２  市は、前項の規定に基づく申し入れに対し、正当な事由があると認めるときは、本契約の解除を

承認し、書面によりその旨を通知する。この場合において、本契約は、余剰地活用企業の解除の申

し入れ後、６か月を経過したときに終了するものとする。 

 

（貸付期間終了後の取り扱い） 

第25条 第 5 条に定める貸付期間が満了する場合、市及び余剰地活用企業は当該貸付期間満了日の５年

前を目途に、新たに法第 23 条で定める事業用定期借地権の設定に関する契約の締結を含む民間施設等

の存置について協議を開始するものとする。 

２  第 5 条に定める貸付期間が満了し、新たに法第 23 条で定める事業用定期借地権の設定に関する

契約を締結しなかったとき又は第 23 条若しくは第 24 条の規定により本契約が終了したときは、

余剰地活用企業は、余剰地活用企業の負担で民間施設等を解体・撤去するものとする。ただし、第

23 条第５項の規定が適用されるときは、この限りではない。 

３  余剰地活用企業は、民間施設等を解体・撤去する場合、解体・撤去跡について新築住宅等の運営

に影響の無いように整備しなければならない。 

 

（土地貸付料の精算） 

第26条 市は、本契約が解除された場合には、未経過期間にかかる土地貸付料を日割り計算にて返還す

る。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。 

 

（損害賠償等） 

第27条 余剰地活用企業は、本契約に定める義務を履行しないため市に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。 

２  余剰地活用企業は、地方自治法第 238 条の５第４項の規定に基づき本契約が解除された場合にお

いて損失が生じたときは、同条第５項の規定に基づきその補償を請求することができる。 

 

（有益費等の放棄） 

第28条 余剰地活用企業は、第 5条に規定する貸付期間が満了し、新たに法第 23 条で定める事業用定期

借地権の設定に関する契約を締結しなかった場合又は第 23 条若しくは第 24 条の規定により本契約が

終了した場合において、本件土地を返還するときは、余剰地活用企業が支出した必要費及び有益費等に
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ついては、市に対しその償還等の請求をすることができない。 

 

（契約の費用） 

第29条 本契約の締結に関して必要な費用（登記に係る費用を含む。）は、余剰地活用企業の負担とする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第30条 市及び余剰地活用企業は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２  本契約に関し疑義があるときは、市及び余剰地活用企業の協議のうえ決定する。 

 

（解釈） 

第31条 本契約に定めのない事項については、市及び余剰地活用企業の協議のうえ決定する。 

 

（本契約の変更） 

第32条 本契約の規定は、市及び余剰地活用企業の書面による合意がなければ変更できない。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第33条 本契約は、日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する紛争は、高知地方裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とする。 

 

（条文以上） 
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上記の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和●年●月●日 

 

 

貸 付 人      住 所 高知市 

氏 名  

高知市 ●● 

 

 

 

 

 

借 受 人   住 所  ●● 

名 称  ●●株式会社 

氏 名  代表取締役 ●● 

 

 


